
令 和 ７ 年 度 地 籍 調 査 の お 知 ら せ

関係土地所有者の皆様へ 令和7年10月
千 代 田 区

千代田区 環境まちづくり部 環境まちづくり総務課 財産管理係 担当 横井
電話 ０３－５２１１－４２３４（直通） FAX ０３－３２６４－４７９２
Mail machizukurisoumu@city.chiyoda.lg.jp

昭和株式会社(区委託会社) 担当 飯田・三品
電話 ０４８－９５７－７５５４（直通）

６ お問い合わせ先

５ 同封の資料
〇「令和7年度の地籍調査について」１部

（令和7年8月２６日時点の土地登記簿）

日頃より千代田区政に、ご理解ご協力いただき厚く御礼申し上げます。区では平成18年度
から国土調査法に基づき区内において「地籍調査」を順次実施しております。今年度は、下
記の調査地域で実施いたします。調査地域における対象の土地所有者の皆様には、11月上旬頃
から順次お立会いの依頼文を送付いたしますので、道路と所有する土地との境界（筆界）の確
認について、ご協力をお願いいたします。
なお、区担当部署に加え、下記の委託会社と事業を行ってまいりますので、宜しくお願い

いたします。

記

１ 地籍調査とは
土地の戸籍調査とも言われ、土地の情報（所有者・面積・地番・境界等）を明らかに

する基本的な調査であり、国土調査法に基づき全国で実施されています。
千代田区では、道路と皆様の土地の境界（筆界）を先行して確認する手法で地籍調査を

進めています。

３ 実施内容

２ 地籍調査の効果

区が調査・測量を行い、設定した道路と皆様の土地との境界について、現地にて区担
当者と各土地所有者様とでお立会いのもと、確認を行います。
確認後、ご了承いただければ調査票に署名・捺印（後日でも可能）をお願いします。

○災害復興の迅速化、土地取引の円滑化など

〇調査地域
神田北乗物町
神田紺屋町
神田富山町
神田西福田町
神田東紺屋町
神田東松下町の一部
神田美倉町

（地図の赤枠内：約0.06k㎡）

〇対象者
調査区域内の公道（区道、
国道など）に接する各土地
所有者様

４ 調査区域と対象者
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